
 

教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について  

  

 川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１項の規定に基づき教育長が臨時代理した事項について、 

同条第２項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

１ 臨時代理した事項 

（１）件  名 川崎市総合教育センター処務規則の一部を改正する規則の制定について 

（２）内  容 組織改正に伴い、所要の整備等を行うもの 

（３）施行期日 令和８年４月１日 

 

２ 臨時代理を行った日 

令和８年３月２６日 

 

３ 臨時代理を行った理由 

令和８年４月１日からの組織改正に伴い、同日までに規則の規定を整備する必要があったため 

 
 
 
 

 

（参考）川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則 （昭和４１年川崎市教育委員会規則第１２号） 

（教育長の臨時代理）  

第３条 教育長は、緊急やむを得ない事情があるときは、前条第１項各号に掲げる事項について、臨時にこれを代理することができる。  

２ 教育長は、前項の規定により、臨時に事務を代理したときは、直近の教育委員会会議に報告し、委員会の承認を受けなければならない。 
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報告事項No.２



 

川崎市総合教育センター処務規則の一部改正に関連する主な組織改正等の内容 

改 正 前 改 正 後 

 

 

教育政策室 

（企画調整担当） 

（政策推進担当）【廃止】 

（区教育・事業調整担当）【廃止】 

（人権・多文化共生教育担当） 

＜以下略＞ 

 

 

地域教育推進課【廃止】 

 

 

  

 

 

 

 

総合教育センター 

（総務室） 

（カリキュラムセンター） 

（情報・視聴覚センター） 

（特別支援教育センター） 

（教育相談センター） 

 

 

 

 

 

教育政策室 

（企画調整担当） 

（キャリア在り方生き方教育・探究担当）【新設】 

 

（人権・多文化共生教育担当） 

＜以下略＞ 

 

 

地域教育推進室【新設】 

（地域教育企画） 

（地域・学校協働） 

 

 

（居場所づくり） 

 

 

総合教育センター 

（総務室） 

（カリキュラムセンター） 

（情報・視聴覚センター） 

（特別支援教育センター） 

（教育相談センター） 

 

 

 

廃止される政策推進担当及び区教育・事業調整担当から【共生教育に係る

教育プログラムに関する事務】が移管されることに伴い、規定を追加する。 

廃止される区教育・事業調整担当から【共生教育に係る教育プログラムに

関すること以外の事務】が移管される。 

既に教育政策室の人権・多文化共

生教育担当に移管されている事

務（海外帰国児童生徒及び外国人

児童生徒に係る教育相談、日本語

教育等に関する事務）について、

実態との整合を図るべく、規定を

削除する。 

改正内容② 

川崎市総合教育センター処務規則にて規定 ＜本規則＞ 川崎市総合教育センター処務規則にて規定 ＜本規則＞ 

川崎市教育委員会事務局事務分掌規則にて規定 川崎市教育委員会事務局事務分掌規則にて規定 

改正内容① 
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   川崎市総合教育センター処務規則の一部を改正する規則 

川崎市総合教育センター処務規則（昭和６１年川崎市教育委員会規則第１０

号）の一部を次のように改正する。 

第３条の表カリキュラムセンターの項中第９号を削り、第１０号を第９号と

し、同表教育相談センターの項に次の１号を加える。 

（５）共生教育に係る教育プログラムに関すること。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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   制 定 理 由 

 

  組織改正に伴い、所要の整備を行うこと等のため、この規則を制定するもの

である。 
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川崎市総合教育センター処務規則 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

第１条～第２条 略 第１条～第２条 略 

（事務分掌） （事務分掌） 

第３条 総合教育センターの事務分掌は、次のとおりとする。 第３条 総合教育センターの事務分掌は、次のとおりとする。 

総務室 総務室 

(１) 総合教育センターの公印及び文書の管理に関すること。 (１) 総合教育センターの公印及び文書の管理に関すること。 

(２) 総合教育センター内の連絡調整に関すること。 (２) 総合教育センター内の連絡調整に関すること。 

(３) 総合教育センターの施設及び設備の維持管理に関すること。 (３) 総合教育センターの施設及び設備の維持管理に関すること。 

(４) 総合教育センターの広報に関すること。 (４) 総合教育センターの広報に関すること。 

(５) 運営委員会に関すること。 (５) 運営委員会に関すること。 

(６) 各種団体、教育機関等との事務連絡に関すること。 (６) 各種団体、教育機関等との事務連絡に関すること。 

(７) 教育会館、塚越相談室及びゆうゆう広場の維持管理に関すること。 (７) 教育会館、塚越相談室及びゆうゆう広場の維持管理に関すること。

(８) その他他の所管に属しないこと。 (８) その他他の所管に属しないこと。 

カリキュラムセンター カリキュラムセンター 

(１) 学校教育におけるカリキュラムの開発（以下「カリキュラム開発」

という。）に係る調査研究に関すること。 

(１) 学校教育におけるカリキュラムの開発（以下「カリキュラム開発」

という。）に係る調査研究に関すること。 

(２) 学校教育における各教科、道徳、小学校外国語活動、総合的な学

習の時間及び特別活動（以下「各教科等」という。）に係る調査研究

に関すること。 

(２) 学校教育における各教科、道徳、小学校外国語活動、総合的な学

習の時間及び特別活動（以下「各教科等」という。）に係る調査研究

に関すること。 

(３) 学校教育における教育経営、児童生徒指導等の教育課題（以下「教

育課題」という。）に係る調査研究に関すること。 

(３) 学校教育における教育経営、児童生徒指導等の教育課題（以下「教

育課題」という。）に係る調査研究に関すること。 

(４) カリキュラム開発、各教科等及び教育課題に係る指導助言及び研

修に関すること。 

(４) カリキュラム開発、各教科等及び教育課題に係る指導助言及び研

修に関すること。 

(５) 研究及び研修の総括に関すること。 (５) 研究及び研修の総括に関すること。 

(６) 研究紀要の発行及び研究報告会の開催等に関すること。 (６) 研究紀要の発行及び研究報告会の開催等に関すること。 

(７) 副読本の作成に関すること。 (７) 副読本の作成に関すること。 

(８) 外国語指導助手配置事業に関すること。 (８) 外国語指導助手配置事業に関すること。 
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改正後 改正前 

 （削る） (９) 海外帰国児童生徒及び外国人児童生徒に係る教育相談、日本語教

育等に関すること。 

(９) 教職員の資質向上及び指導改善研修に関すること。 (１０) 教職員の資質向上及び指導改善研修に関すること。 

情報・視聴覚センター 情報・視聴覚センター 

(１) 情報教育に係る調査研究に関すること。 (１) 情報教育に係る調査研究に関すること。 

(２) 視聴覚教育に係る調査研究に関すること。 (２) 視聴覚教育に係る調査研究に関すること。 

(３) 情報教育及び視聴覚教育に係る指導助言及び研修に関すること。 (３) 情報教育及び視聴覚教育に係る指導助言及び研修に関すること。 

(４) 市立学校及び総合教育センターの情報機器整備に関すること。 (４) 市立学校及び総合教育センターの情報機器整備に関すること。 

(５) 市立学校コンピュータネットワークシステムに関すること。 (５) 市立学校コンピュータネットワークシステムに関すること。 

(６) 視聴覚教材の収集及び開発に関すること。 (６) 視聴覚教材の収集及び開発に関すること。 

(７) 視聴覚機材教材の貸出し、利用相談及び普及に関すること。 (７) 視聴覚機材教材の貸出し、利用相談及び普及に関すること。 

特別支援教育センター 特別支援教育センター 

(１) 特別支援教育に係る調査研究に関すること。 (１) 特別支援教育に係る調査研究に関すること。 

(２) 特別支援教育に係る指導助言及び研修に関すること。 (２) 特別支援教育に係る指導助言及び研修に関すること。 

(３) 特別支援教育に係る教育相談に関すること。 (３) 特別支援教育に係る教育相談に関すること。 

(４) 障害のある児童生徒等に係る就園及び就学の相談等に関するこ

と。 

(４) 障害のある児童生徒等に係る就園及び就学の相談等に関するこ

と。 

(５) 障害のある生徒に係る職業能力適性評価等に関すること。 (５) 障害のある生徒に係る職業能力適性評価等に関すること。 

教育相談センター 教育相談センター 

(１) 教育相談に関すること。 (１) 教育相談に関すること。 

(２) 適応指導教室の運営、相談指導学級との運営協力及び自然体験等

の活動事業に関すること。 

(２) 適応指導教室の運営、相談指導学級との運営協力及び自然体験等

の活動事業に関すること。 

(３) 教育相談に係る調査研究に関すること。 (３) 教育相談に係る調査研究に関すること。 

(４) 教育相談に係る指導助言及び研修に関すること。 (４) 教育相談に係る指導助言及び研修に関すること。 

(５) 共生教育に係る教育プログラムに関すること。 （新設） 

第４条～第７条 略 第４条～第７条 略 
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